
2023/6/12 九州地区用地対策連絡会事務局 

令和 5 年度損失補償算定標準書 用材林の単価認定について 

 

【例：スギ 取得補償の場合】 

最大 40cm 7,090 円 

例１：48cm の場合 超過 8cm 470 × 8 ＝ 3,760 円 

7,090 ＋ 3,760 ＝ 10,850 円 

例 2：44cm の場合 超過 4cm 470 × 4 ＝ 1,880 円 

          7,090 ＋ 1,880 ＝ 8,970 円   

単価については、「立竹木調査算定要領の制定について」第 11 条 補償単価の端

数処理（令和 5 年度版用地補償実務六法 p198）により、下記のとおりの端数処理

を行います。 

100 円未満 1 円未満切り捨て 

100 円以上 10,000 円未満のとき 10 円未満切り捨て 

10,000 円以上のとき 100 円未満切り捨て 

 

よって、本件の認定単価は、 例 1：10,800 円  例 2：8,970 円 となります。 


